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抄　録
　要介護高齢者の欠損補綴では，有床義歯が選択されることが多い．多数歯欠損を補綴治療することで，咀嚼機
能のみならず，嚥下機能の改善も期待される．一方で，ポリファーマシーや，認知症に起因する摂食嚥下機能
障害は，有床義歯のみでは改善できないことから，一全身単位での治療のゴールを考えることが不可欠である．
　要介護の原因疾患である認知症や脳血管疾患の状況に応じて，治療的アプローチと代償的アプローチのバラ
ンスをとることも要求される．また，要介護高齢者とその家族の精神的・経済的負担を考慮した対応も必要で
あろう．最後に，義歯新製後の指導にとどまらない，咀嚼や構音機能のリハビリテーション実施についても提
言する．
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ABSTRACT
Removable dentures are often the preferred prosthetic options for missing tooth in elderly patients who require 
nursing care. Prosthetic treatment of multiple tooth defects is expected to improve masticatory and swallowing 
functions. Alternatively, because dentures alone cannot improve polypharmacy or dementia-related dysphagia, it is 
essential to consider the treatment goal in a whole-body unit.
It is required to consider the balance between therapeutic and compensatory approaches according to the conditions 
of dementia and cerebrovascular disease, which are the causative diseases requiring nursing care. Additionally, it is 
necessary to consider the psychological and economic burden on the dependent elderly and their families. Finally, 
after the denture is produced, the author wants to propose rehabilitation to improve masticatory and articulatory 
functions, in addition to the instruction and adjustment for the denture.
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◆企画：令和 4年度東北・北海道支部学術大会／シンポジウム
　　　　「要介護高齢者における補綴診療の目標設定を考える」
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Ⅰ．はじめに

　成人を対象とした欠損補綴の選択肢には，ブリッ
ジ，インプラント，および有床義歯が挙げられる．一
方，要介護高齢者の欠損補綴においては，その選択肢
を見直す必要がある．特に摂食嚥下障害で口腔内に水
分の保持ができず，誤嚥性肺炎のリスクが高い症例で
は，歯の切削に注水を必要とするブリッジは困難であ
ろう．また，脳血管疾患や認知症のために訪問歯科診
療でないと対応が困難な症例においては，外科手術を
必要とするインプラントは実施するべきではないと考
える．加えて，日常的な口腔内の管理が介護者に委ね
られている場合に，特殊な清掃方法を必要とする補綴
装置は，患者家族や施設職員の負担が大きすぎること
もある．したがって，要介護高齢者の欠損補綴におい
ては，有床義歯が現実的な選択肢であると考える．さ
らには，認知症の進行等により義歯の使用が困難な場
合には，欠損補綴をしないという選択肢もありうる．
そのような症例においては，単に補綴治療をしないと
いう結論にとどまらず，窒息のリスクを軽減する目的

で，食形態の変更を必要とすることもある．本稿では，
要介護高齢者の有床義歯治療について，摂食嚥下リハ
ビリテーションの視点を絡めて解説する．

Ⅱ．歯の喪失と摂食嚥下機能

　歯の喪失に伴い，咬合接触面積は少なくなるため，
咀嚼能率は低下する．加えて，多数歯欠損によって
下顎位が安定しないと，嚥下機能も低下する（図 1）．
嚥下運動では，下顎骨が固定された状態で，顎舌骨筋
や顎二腹筋等の舌骨上筋群が収縮することにより，十
分な喉頭挙上が得られる．しかし，下顎位が安定しな
い状態では，このような力の伝達が十分に行われない
ために，嚥下機能に影響するのではないかと考えられ
る．下顎位の安定と反復唾液嚥下テスト（RSST）と
の関係を評価した田村ら1）の研究では，顎位が安定し
ていない要介護高齢者は，顎位が安定している者より
も RSST の回数が有意に少なく，また，初回嚥下まで
に要する時間も長いことを報告している．さらに，多
数歯欠損のために顎位が安定しない場合，嚥下時に代
償的に舌を上下の顎堤の間に差し込むことで2），安定

閉口筋群
(収縮→下顎を固定) 

舌骨上筋群
(収縮→喉頭挙上) 

舌骨下筋群
(弛緩) 

A B 

図 1 下顎の固定と喉頭挙上 

図 2 A：有歯顎者での咬合接触による下顎の固定．B：無歯顎者での舌の差し込み
による下顎の固定 



 摂食嚥下リハビリテーションの視点からみた要介護高齢者の補綴診療 277

した顎位を保持しようとする（図 2）．これは食塊形
成時の舌背挙上や，口腔から咽頭への食塊送り込み時
の舌根部後退を妨げる動きでもあるため，代償的な嚥
下方法が，必ずしも良好な嚥下ではないことが理解で
きる．すなわち，多数歯喪失に対する有床義歯治療は，
咀嚼機能の改善のみならず，嚥下機能の改善にも役立
つといえる．このことは要介護高齢者に限ったことで
はなく，我々は口底部悪性腫瘍切除および頸部郭清後
の患者に対して，舌背挙上訓練に加えて，術前から使
用していなかった上顎の義歯を嚥下補助床として調整
することで，嚥下に要する時間を短縮できた症例を経
験している3）．
　一方で，歯の喪失に対しての有床義歯装着で，すべ
ての摂食嚥下障害が改善するわけではない．脳血管疾
患や認知症など，それぞれ摂食嚥下障害の原因疾患に
起因する嚥下困難がある場合には，原因疾患の治療に
加えて間接訓練や直接訓練といった治療的アプローチ
や，食形態の変更といった代償的アプローチを組み合
わせて実施する必要がある．また，食事の自立が困難
な場合には介護も必要となるため，多職種協働による
アプローチが必要となる．すなわち，要介護高齢者の
補綴診療においては，一口腔単位のみならず，一全身
単位における歯科の役割へと視点を移動する必要があ
ろう．

Ⅲ．要介護の原因疾患と有床義歯

1．認知症と有床義歯
　2019 年の国民健康基礎調査4）によると，要介護の
原因疾患の第 1 位は認知症（17.6%）で，第 2 位は
脳血管疾患（16.1%）である．この項目では，これら
の原因疾患がある要介護高齢者と有床義歯との関係に
ついて解説する．
　日本人の認知症において，もっとも頻度が多いのは

Alzheimer 病である5）．Alzheimer 病は変性性認知症
の一つであり，アミロイドβやリン酸化タウの蓄積に
より，正常な神経細胞が破壊されることで，記憶障害
や見当識障害といった症状がみられる．進行は緩徐で
あることから，認知症が軽度のうちは，患者自身で義
歯の清掃や管理を行うことが可能である．中等度の認
知症が，義歯の不使用と関係することが報告されてい
る6）．しかしながら，これは医療的な側面からみた結
論であり，介護と連携することで，ある程度は患者の
残存能力を活かして義歯の使用を続けられることも，
十分に考慮するべきであろう．患者家族や介護施設職
員の介護力を活用することで，食事時だけであっても，
義歯を使用してもらうことは，QOL の維持に役立つ
ものである．そのためには，我々，歯科関係者が，施
設職員へ義歯の取り扱いや清掃方法等について啓発活
動をしていく必要があろう7）．施設で複数の義歯を預
かって管理する場合は，入所者が自分で外して置き忘
れたり，災害等で義歯ケースに収納していた義歯が散
らばってしまったりといった問題により，義歯の持ち
主がわからなくなってしまうことがある．このような
例では，デンチャーマーキング（義歯の名入れ）が有
効であることから，訪問歯科診療で有床義歯治療を行
う場合には，施設職員と話し合うべき内容と考える．
　認知症がさらに進行し，食事中であっても，自ら義
歯を指や舌で外してしまう場合には注意が必要であ
る．一例としては，総義歯を装着して常食を摂取して
いた認知症高齢者が，食事時に義歯を外して食べるよ
うになった場合は，顎堤粘膜での咀嚼となることから，
食塊形成が十分になされずに，窒息のリスクが高くな
る．この場合は，窒息事故を防止するという医学的判
断から，顎堤粘膜での咀嚼に適した食形態の変更を指
示するという，代償的アプローチが必要であろう8）．
また，小型の義歯を食事中に舌の動きで外してしまい，
誤嚥・誤飲事故を起こしてしまうリスクが高い場合に

表 1 認知症の程度と有床義歯の取扱いの概要

認知症の程度
軽度 中等度 重度

義歯の使用 可能 食事時のみ可能 不可能
義歯の装着・清掃 本人 本人／介護者 －
義歯の保管 本人 介護者 －
診療の場 診療室＞訪問 診療室＜訪問 訪問
備　考 • 通常の診療に準ずる • 患者の残存能力を活かす

•介護者（家族／介護施設職員）
への義歯取り扱いの指導

• デンチャーマーキングの検討

• 歯科医学的判断から義歯使用
の中止を判断

• 代償的に食形態を変更
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は，歯科医学的判断として義歯使用の中断を指示すべ
きであろう．表 1 に，認知症の程度と有床義歯の取
扱いの概要を示す．

2．脳血管疾患後遺症と有床義歯
　脳血管疾患の後遺症の一つに片麻痺がある．有床義
歯においては，部分床義歯の着脱が困難となってくる．
したがって，認知症の項目で説明したものと同様に，
介護者に対する義歯の着脱等の指導が必要となってく
る．また，障害の部位によっては摂食嚥下障害をきた
すため9），義歯の新製や調整に加えて，障害の程度に
応じた摂食嚥下リハビリテーションも考慮しなければ
ならない．心房細動に起因する心原性脳梗塞のリスク
がある患者は，ワルファリンやダビガトラン等の抗凝
固薬を服薬している．そのような患者に抜歯が必要な
場合には，抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライ
ン10）を順守した対応をとるものの，多数歯抜歯が必
要な症例においては，止血の困難性，患者の長時間治
療に耐える体力の低下，顎堤の吸収による義歯の安定
性の低下を考慮する必要がある．すなわち，多数歯抜
歯がデメリットとなる要介護高齢者の有床義歯治療の
選択肢としては，残根上の義歯が有力な選択肢の一つ
となる．重度の脳血管疾患で経管栄養となっている患
者においても，新鮮梗塞の症例で回復の可能性があれ
ば，義歯の新製や調整を含めた経口摂取の可能性を検
討する必要があろう．表 2 に，脳血管疾患後遺症の
程度と有床義歯の取扱いの概要を示す．

Ⅳ．要介護高齢者の欠損補綴を困難にする要因

1．適応能力の低下
　高齢者の欠損補綴を困難にする要因として，適応能
力の低下，全身・口腔機能の低下，環境の変化，およ
び口腔衛生への関心の低下が挙げられている11）．この

うち，適応能力の低下では，新しい補綴装置に慣れに
くいことが挙げられている．下顎の全部床義歯におい
ては，吸着をよくする方法として，レトロモラーパッ
ドの前方 1/2 まで覆うことや，舌側臼歯部は顎舌骨筋
線まで覆うこと等が挙げられる12）．著者らが訪問歯科
診療を実施している特別養護老人ホームに入所してい
る要介護高齢者のなかには，10 年以上，同じ義歯を
修理しながら使用している者が少なくない．それらの
全部床義歯は，床外形が小さくなり，義歯が外れやす
くなることから，施設職員を通して義歯修理を依頼さ
れることがある．この問題を解決するためには，義歯
の吸着が得られるように，床縁が適切な範囲を覆うよ
うな修理が必要となる．この方法で，義歯の吸着がよ
くなる患者がいる一方で，床内面の適合状態や咬合接
触には問題は認められないものの，今まで入れていた
義歯とは感覚が異なることから，「修理された義歯は
使用せずに食べるしかない」と拒否反応を示す患者も
いる．外来診療においては，義歯装着に伴う違和感に
対して，慣れるまで少し時間がかかることや，不都合
な部分があれば調整することを「説得」して治療をす
すめていくことがある．一方，要介護高齢者において
は，前述したような適応能力の低下に加えて，認知機
能の低下により，説明が十分に伝わらないこともある．
このような保守性・かたくなさに対しては「説得」を
繰り返しても問題解決には至らないため，患者の「納
得」が得られる解決法を模索する必要があろう．すな
わち，理想的な床縁形態ではないにせよ，患者が許容
できるところまで床外形を小さくするような選択肢も
検討するべきであるといえる．学問上は理想的な義歯
形態ではあるが，使ってもらえないのが良い義歯なの
か，それとも，理想的な形態ではないけれども，使っ
てもらえるのが良い義歯か，患者の QOL を考慮して
考える必要があろう．

表 2 血管疾患後遺症の程度と有床義歯の取扱いの概要

脳血管疾患後遺症の程度
軽度 中等度 重度

義歯の使用 可能 可能 可能／不可能
義歯の装着・清掃 本人 本人／介護者 本人／介護者／－
義歯の保管 本人 本人／介護者 本人／介護者／－
診療の場 診療室＞訪問 診療室＜訪問 訪問
備　考 • 通常の診療に準ずる • 介護者（家族／介護施設職員）

への義歯取り扱いの指導
• デンチャーマーキングの検討
（施設）

• 新鮮梗塞の経管栄養症例では，
義歯の使用も含めて経口摂取
の可能性を検討
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2．全身・口腔機能の低下
　全身・口腔機能の低下では，摂食嚥下機能の低下，
舌の運動機能の低下，唾液分泌の減少等が挙げられる．
咀嚼と食塊形成においては，歯による咬断や臼磨によ
る狭義の咀嚼運動に加えて，唾液による円滑作用や，
舌の運動による食塊形成も関与している．要介護高齢
者の咀嚼と食塊形成の障害を解決する場合，多数歯欠
損に対しては，有床義歯による補綴治療が有力な選択
肢であるものの，唾液の分泌や舌の運動が不十分であ
れば，適切に咀嚼運動や食塊形成は行えない．スポー
ツに例えるならば，ロードレーサーのような競技用の
自転車は速いというイメージがあるが，実際にはロー
ドレーサーを速く走らせるための筋力や操作に関する
スキルが必要となる．同様に，形態的に優れた義歯で
あったとしても，それを活用するための咀嚼筋の動き
が阻害されていたり，唾液分泌能が低下したりしてい
る場合には，義歯を十分に活用することができない可
能性がある．咀嚼筋の動きを阻害する要因として，全
身では脳血管疾患や神経筋疾患，口腔ではオーラルジ
スキネジア等が挙げられる．また，唾液分泌能の低下
要因として，糖尿病やシェーグレン症候群等の疾患，
薬物の副作用やポリファーマシー，脱水等が挙げられ
る．したがって，要介護高齢者の補綴診療においては，
義歯の新製や修理に加えて，咀嚼筋群や舌筋群の機能
や，唾液分泌能にも問題がないかを確認しておく必要
があるといえる．

3．環境の変化
　環境の変化では，金銭管理が要介護高齢者本人か
ら，キーパーソンとなる患者家族へ移行していること
がほとんどである．したがって，訪問歯科診療におい
て義歯の新製や修理が必要と診断される症例において
は，患者本人の意思確認に加えて，施設職員を通し
て，患者家族に治療の同意を得てから，治療を開始す
る必要がある．この際，「入れ歯は絶対に入れないと
ダメですか」等の問い合わせがくる．無歯顎でも食べ
られている状態は，必ずしも常食を適切に食べている
こととは同義ではない．実は食形態がミキサー状であ
り，加水に伴う満腹感から栄養の供給が不十分である
可能性もある．義歯装着によって食形態と栄養状態を
改善できることに患者家族も同意してもらえるのであ
れば，有床義歯はよい選択肢といえる．一方で，経済
状況に関する患者家族の背景にも焦点を当てること
が必要であろう．生命保険文化センターによる調査13）

では，公的介護サービスと自己負担分を含めた月平
均の介護に要する費用で最も多いのは，15 万円以上

（15.8%）であり，介護期間で最も多いのは 4～10 年
未満（28.3%）であると報告されている．一方，老齢
年金の平均月額は 14 万 4 千円であることから14），適
切に年金の支払いをしており貯蓄もあるならば，患者
家族の負担額はそれほど大きなものではないことが推
測できる．しかしながら，10 年以上の受給資格期間
を満たしていないために年金が支給されなかったり，
制度自体への不信で十分な納付をしていなかったりし
たために，月数万円しか年金が支給されていない場合
には，患者家族が支払う負担額はかなりの金額となる．
仮に，介護にかかる月額が 12 万円で，介護期間が 8
年だとすると，単純計算でも 1,152 万円となる．実
際には，医療にかかる費用，患者家族自身の生活にか
かる費用もあることから，キーパーソンが本当に必要
な金額以外は抑えたいという心理にあったとしても，
責めることはできないであろう．したがって，欠損補
綴のメリットだけに焦点を当てた「歯科的正義」を押
し付けることなく，有床義歯治療を受け入れてもらえ
ない理由を推測したうえで，安全な食事に関するアド
バイス等，受け入れ可能な代償的アプローチを提示す
るなどの工夫も必要であろう．

Ⅴ．有床義歯とリハビリテーションに対する提言

　保険診療において，新製義歯装着後の調整は，過去
には義歯管理料（義管 A, B, C）として算定されてい
たが，現在，装着月以外は歯科口腔リハビリテーショ
ン料 1（歯リハ 1）として，名称と区分が変更されて
算定されている15）．名称だけではなく，区分が変更と
なった背景には，義足等の人工装具にリハビリテー
ションが必要であるのと同様に，義歯も人工装具であ
ることからリハビリテーションが必要であろうとのコ
ンセプトがあったと伺ったことがある．しかしなが
ら，歯リハ 1 の説明をみると，「有床義歯の適合性や
咬合関係などの検査を行い，義歯の状態を説明したう
えで義歯の調整または指導を行った場合」に算定と説
明されている．実際のところ，咀嚼や構音に関して
は，「慣れるまで少し時間がかかる」という指導のみで，
患者任せになっているのが現状ではないだろうか．義
歯特有の咀嚼や構音について体系化し，現在，歯科医
師の指示によって摂食機能療法が実施できる職種と連
携することで，人工装具としての義歯をより短期間で，
より快適に受け入れてもらえるような工夫も検討して
もよいのではないかと考える．表 3 に義足と対比し
た，義歯のリハビリテーションに関する提言を示す．
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Ⅵ．まとめ

　要介護高齢者における補綴診療の目標設定を，摂食
嚥下リハビリテーションの視点から解説した．要介護
高齢者においては，摂食嚥下機能の低下，要介護の原
因疾患の進行程度，患者および介護者の協力度等を総
合的に評価したうえで，一全身単位から補綴診療の
ゴールを考える必要がある．その選択肢には，義歯の
新製・調整，摂食嚥下リハビリテーション，食事時の
みの義歯使用と介護者による義歯管理，義歯使用の中
止と食形態の変更に関する指導等が含まれている．す
なわち，患者の状態に応じて，治療的アプローチと代
償的アプローチのバランスを考慮して，目標を設定す
ることが重要であると考える．
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表 3 人工装具としての義歯のリハビリテーションに関する提言

義足 義歯

診断と処置 医師
（断端のケア）

歯科医師
（顎堤粘膜・残存歯のケア）

製　作 義肢装具士 歯科技工士

リハビリテーション 理学療法士
（義足での起居と歩行）

言語聴覚士，歯科衛生士，看護師
（義歯での咀嚼と発音）


